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契約者保護の必要隠㊨指摘や  

規制強脂の要請  
∈金融審議会金融分科会策恥加爪部会報告審潔∋   

生命保険協会からの規制療養費望ラ  
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薬瀞関儲鼻洩離菱餅臆尊意な対応が必要  



○ 消車生活協同組合法制定当時における共済事業は、厳密な計数に基づくものではなく、吉凶禍福に対する祝金、  

弔慰金、見舞金又は手当金の程度であったとされている。  

○ しかしながら、経済の成熟化に伴い、国民の特定の事故等に着目して共済金を支払う事業に対する要求が高まり、  

生命共済、火災共済などの厳密な保険数理に基づく共済が制度化されたことに始まり、その後になって年金共済が制  
度化されるなど、消貴生活協同組合が実施する共済事業は多様性を増してきている。  

○ また、契約件数等の増加にみられるように、生協が実施する共済事業の規模は拡大している。  

○ このような中、他の協同組合法である農業協同組合法や中小企業等協同組合法においても、契約者保護の観点か  
ら、それぞれ平成16年、本年6月に改正が行われたところである。  

○ 一方、生協に関しては、資料4のとおり、共済事業に関する一定の規制が設けられているところであるが、共済  
事業の規模が拡大し、種類が多様化している現状にかんがみれば、現行の規制だけでは、すべての組合が共済事業の  
健全な運営を確保することは困難であると考えられる。  

○ このため、生協の実施する共済事業について、契約者保護のための規制の整備を行うことは時代の要請であり、  
早急な対応が必要であると考えられる。  

○ なお、検討を行う際は、生協が実施する共済事業の実態や生協の特質などを十分に考慮することが必要である。  
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共済（保険）制度に関する規制の各法比較  

事  項   生 協 法   農 協 法   
改正中協法（事業協同組合等）  保険業法  

特定共済組合※  一般組合  保険会社  少額短期   

1．入口規制  

（1）最低出資金   × 010億円（連合会）  01千万円  ×   ○  
1億円（単協）  （再共済3千万円）  10億円   01千万円   

2．健全性（内部の体力充実）  

（1）諸準備金の充実   ○（種類少ない）   ○   ○   ○   ○   ○   

（2）共済計理人の活用   ×（局長通知）   ○   ○   ○   ○   ○   

（3）共済事業とのリスク遮断   ×   ○   ○   ×   ○   ○   

（4）健全性基準   ×   ○   ○   ×   ○   ○   

3．透明性（外部からの監視）  

（1）経営情報の公開の義務づけ   △（努力義務、公衆縦覧なし）   ○   ○   ○   ○   ○   

（2）外部監査   ×   △   △   △   △   △   

4．契約締結時の契約者保護  

（1）共済推進時の禁止行為等   ×（局長通知）   ○   ○   ○   ○   ○   

（2）共済代理店   ×   ○   ○   ○   ×   ×   

（3）クーリングオフ   ×   ○   ○   ○   ○   ○   

5．破綻時の契約者保護  

（1）契約条件の変更   ×   ○   ○（定款の範囲内）  ○（同左）   ○   ×   

（2）契約の包括移幸云   ○（自賠責共済のみ）   ○   ○   ○   ○   ○   

（3）セーフティネット   ×   ×   ×   ×   ○   ×   

6．契約者ニーズを反映した円滑な事業実施  

（1）共済金の最高限度の見直し   ○   ×   ×   ×   ×   01千万円   

（2）保険代理   ×   ○   ○   ○   ○   ○   

（3）資産運用   個別論点ペーパー参照   

（4）事業規約変更の手続の簡素化   ×   ○   △   △   ○   ○   

※ 共済事業を実施する事業協同組合等であって、組合員数が1000人超（予定）のもの又は再共済事業等を実施する事業協同組合  
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が必要なもの以外は∴規制の対象から外しているが句  

それ以外は而律に規制し、さらに特定の規制項目（兼  
業規制等）につし、ぞほ、組合員数がw定規模（1000太  

趨を予定）めものに岨ヾた乗せが賢規制ヒY〆てし㌔る。  
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プ ′豆∴豆閑職し組合員数の少ないものも含め√叫稼に規制措置を講じることを基本とする（，  

h畑れ共演食扱が極めて低額な給付のみを実施している場合は、規制の対象から外すこととする（．，  
（㈲裾口重、、共済会額 5万円以下の共済事業については、共済事業規約の認可が不要とされている）  
特欄≡宜哺ほけ・∴封バて烏h消費者の相互扶助組織という生協∂粥音質を損なわなし箋くよう、ホ“＼∧、億の糾合に  

） か三’に巨乗せして措置を講じる。   



健全で適正な事業の実施  
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○諸準備金の充実  

○共済計理人の活用  

○共済事業とのリスク遮断  

○健全性基準  
（ソルベンシー・マージン比率）  

L▼＿、＿＿，．▼．   

．1i、∴。  

最低出資金  
（最低限保有しなけれ  

ほならない出資金額の  
基準）  

契約者ニーズを反映した  

円滑な事業実施  
■－        1             1      l  

0共済事業規約の  
認可  

破綻時の契約者保護  ○共済金の最高限度の見直し  

○保険代理（保険会社の業務を代理する  

ことができる制度）  

○資産運用  

○事業規約変更の手続きの簡  

素化  

○職域組合における退職者の組  

合員資格   

○契約条件の変更  

○契約の包括移転  

○セーフティネット  

契約締結時の契約者保護  

○共済推進時の禁止行為等  

○共済代理店  

○クⅦリングオフ  

契  約  者  
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